
学生チャレンジ活動応援補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、学生の地域における主体的な活動を支援することにより、本市における

学生の地域参画を促進し、地域の活性化を図ることを目的として、予算の範囲内において学

生チャレンジ活動応援補助金（以下「補助金」という。）を交付するものとし、その交付に関

しては、この要綱の定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この要綱において「学生」とは、市内に所在する大学に在学する学生をいう。 

２ この要綱において「議長」とは、学園都市づくり交流会議設置要項（以下「要項」という。）

第４条に定める議長を、「事務局長」とは、要項第１０条に定める交流会議事務局長をいう。 

３ この要綱において「会計年度」とは、４月１日から翌年３月３１日までの期間をいう。 

（補助金の交付対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者は、学生で構成される学生団体（以下「団体」という。）

であって、構成員の総数が２名以上であるものとする。ただし、団体の構成員に学生以外が

含まれる場合は、学生が２名以上含まれ、かつ、団体の構成員の総数の２分の１以上が学生

であるものとする。 

（補助金の交付対象等） 

第４条 補助金の交付の対象となる活動内容は、次の各号に該当する活動とする。 

(1) 地域の魅力の向上につながる活動であること 

(2) 地域の課題解決につながる活動であること 

(3) 活動の充実及び人材育成に成果があると認められる活動であること 

(4) その他議長が必要と認める事業 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号いずれかに該当する活動は、補助金の対象外とする。 

(1) 政治的な目的で実施されるもの 

(2) 宗教的な目的で実施されるもの 

(3) 営利を目的とするもの 

(4) 前各号に掲げるもののほか、議長が適当でないと認めるもの 

３  補助金の交付の対象となる事業は、会計年度を通じて一団体あたり１件限りとする。 

（補助対象経費） 

第５条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助率並びに補

助金の限度額等は、別表に定めるとおりとする。 

 （補助金の交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請者」という。）は、学生チャレンジ活

動応援補助金交付申請書（別記様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、議長に提出しなけ

ればならない。 

(1) 事業計画書（別記様式第２号） 

(2) 団体概要書（別記様式第３号） 

(3) 収支予算書（別記様式第４号） 

(4) 前各号に掲げるもののほか、議長が必要と認める書類 



（補助金の交付決定） 

第７条 議長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の

交付及び額の決定又は補助金を交付しない旨の決定を行い、学生チャレンジ活動応援補助金

交付（不交付）決定通知書（別記様式第５号）により申請者に通知するものとする。 

２ 議長は、第１項の補助金の交付の決定を行う場合において、補助金の交付の目的を達成す

るため必要な条件を付することができる。 

（交付の特例） 

第８条 議長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、補助金を概

算払により交付することができる。 

２ 前条第１項の規定により補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、

前項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、学生チャレンジ活動応援補助金

概算払交付請求書（別記様式第６号）を議長に提出しなければならない。 

（変更等の承認の申請） 

第９条 補助事業者は、第６条の申請書若しくは添付書類の内容を変更しようとするとき又は

補助金の交付の対象となった事業（以下「補助事業」という。）を中止し、若しくは廃止しよ

うとするときは、あらかじめ、学生チャレンジ活動事業計画（変更・中止・廃止）申請書（別

記様式第７号）を議長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更に

ついては、この限りでない。 

２ 議長は、前項の規定による申請を承認したときは、学生チャレンジ活動事業計画（変更・

中止・廃止）決定通知書（別記様式第８号）により補助事業者に通知するものとする。 

（実績報告） 

第１０条 補助事業者は、当該補助事業が完了した場合は、その完了した日から起算して３０

日を経過する又は当該補助金交付の決定があった日の属する学園都市づくり交流会議の会計

年度の末日のいずれか早い日までに学生チャレンジ活動応援補助金実績報告書（別記様式第

９号）に次に掲げる書類を添えて、議長に提出しなければならない。 

(1) 事業実績書（別記様式第１０号） 

(2) 収支決算書（別記様式第１１号）  

(3) 前各号に掲げるもののほか、議長が必要と認める書類 

２ 第８条第１項の規定による概算払を受けた補助事業者は、前項の実績報告書に、学生チャ

レンジ活動応援補助金概算払精算書(別記様式第１２号)を添付しなければならない。 

（補助金の額の確定） 

第１１条 議長は、前条第１項の報告書の提出があった場合において、その内容の審査及び必

要に応じて行う現地調査等により、当該補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこ

れに付した条件に適合すると認めるときは、速やかに交付すべき補助金の額を確定し、学生

チャレンジ活動応援補助金額確定通知書（別記様式第１３号）により当該補助事業者に通知

するものとする。 

（補助金の交付の請求） 

第１２条 補助事業者が補助金の交付の請求をしようとするときは、学生チャレンジ活動応援

補助金交付請求書（別記様式第１４号）を議長に提出しなければならない。 

（補助金の交付決定の取消し及び返還） 



第１３条 議長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交

付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部の

返還を命ずることができる。 

(1) この要綱の規定又は補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件に違反した

とき。 

(2) 偽りの申請その他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。 

(3)  前各号に掲げるもののほか、議長が不適当と認めるとき。 

（関係書類の保管） 

第１４条 補助事業者は、当該補助事業に関する帳簿及び書類を整備し、当該年度における補

助事業の完了の日から起算して５年を経過した日の属する会計年度の末日まで保管しなけれ

ばならない。 

 （委任） 

第１５条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、事務局長が別に

定める。 

  

附 則 

この要綱は、令和元年５月１３日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表（第５条関係） 

補助対象経費の種別 補助率 補助限度額 

報償費、印刷製本費、原材料費、消耗品費、

使用料及び賃借料、役務費、委託料、旅費、

研修等参加負担金、食糧費（議長が必要と認

める経費に限る。）、備品購入費、その他議長

が必要と認める経費 

補助対象経費の１０分の

１０以内 

５万円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


